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様式第４号  

  令和８年１月３０日  

福井市市民生活部環境事務所環境政策課  

 

「第５次福井市環境基本計画（素案）」 

に関する福井市パブリック・コメント募集の結果 

 

 

【概要】  

福井市では、良好な環境の保全と創造のための施策を総合的かつ計画的に進めていく

ため、平成 12 年度に福井市環境基本計画を策定し、平成 18 年度には市町村合併等によ

る一部改定を行いました。また、計画策定以降の社会経済や環境情勢の変化を踏まえて

５年毎に改定を重ね、直近では令和３年に第４次の改定を行いました。そしてその後も、

環境分野において様々な変化が生じています。  

こうした中、今回の改定は、第４次の基本的な理念は継承しつつ、この間の社会情勢

の変化や環境の現状と課題、国の動向などを踏まえ、「目指す環境像」の実現に向けた施

策や指標の設定等を見直すために実施するものです。  

このたび、計画の素案について、パブリック・コメントを実施したところ、市民の皆

さんから以下のご意見をいただきましたので、それに対する市としての考えを示し、公

表します。  

 

 

【意見募集結果】  

実 施 時 期 令和 7 年 12 月 1 日から 12 月 26 日まで  

意見提出状況 
提 出 者       5 人  

意 見 数      31 件  

意見提出方法 

書 面 の 持 参      0 人  

郵 便       0 人  

ファクシミリ      0 人  

電 子 メ ー ル       4 人  

その他（電子申請等）    1 人  
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第２章  社会的背景について（ 10 件）  

 提出された意見  意見に対する市の考え方  

1 P3 「気候変動に関する政府間パネ

ル（ IPCC）第６次評価報告書統合報

告書」の記載について、「 2023 年 3

月に公表された」気候変動～に修正

すべき。  

現状の記載で資料の特定が可能であるた

め、修正は行いません。  

2 P3 気候変動に関する政府間パネ

ル（ IPCC）第６次評価報告書統合報

告書では、「人間活動が主に温室効

果ガスの排出を通じて地球温暖化を

引き起こしてきたことには疑う余地

がない」と断定しています。と書い

てあるが、「断定」ではなく「明記」

ではないか。  

 ご指摘のとおり、「断定」と記載するこ

とは誤解を招く可能性がありますので、「報

告」へ修正します。  

3 P5 こうした状況の中、日本は、

令和２年に、令和 32 年（ 2050 年）

までに温室効果ガスの排出を実質ゼ

ロにする「 2050 年カーボンニュート

ラル」を宣言しました。とあるが、

日本ではなく日本政府（菅首相／菅

政権）は、に修正すべき。  

 令和 2 年に、当時の菅首相が臨時国会の

所信表明演説において「 2050 年カーボンニ

ュートラル」を宣言しており、事実関係を

正確に表記するため、「日本政府」へ修正

します。  

4 P7「生物多様性とは、地球上の様々

な環境に適応した、たくさんの生物

が暮らしていることをいい、」とあ

るが、「たくさんの生物が繋がりあ

って暮らしていること」の方が良い

と思われる。  

 生物多様性条約での定義に沿って、「生

物多様性」の内容を分かりやすい文章で説

明する部分であるため、現在の表現のまま

とさせていただきます。  

5 P7 令和２年（ 2020 年）までの国

際目標であった「愛知目標」※２の

後継となる「昆明・モントリオール

 「愛知目標」に関して達成状況に課題が

あったことについては認識しています。し

かし、該当部分は、前計画策定時以降に発
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生物多様性枠組」が採択されました。

とあるが、愛知目標では、「ほとん

どの目標が未達であった」という危

機感、問題意識を記載した方が良い。 

生した国際的な動向から国や県の動向を説

明する箇所であることから、現在の表現の

ままとさせていただきます。  

6 P7 上記の“危機感が共有された”、

ということが会議及び採択の大きな

要因ですので、説明を追加してくだ

さい。  

（わが国の文書は、このような背景

や危機感が市民や企業に共有されな

いため、一方通行での単なる要請リ

ストのようになってしまっていま

す）  

 意見 No.5 と同じです。  

7 P7 OECM の概念図を設けた方が分

かり易い。環境省などの資料を参考

にして、「保護地域」と「 OECM」の

概念図を表す。  

「保護地域」だけでは、30%目標に

足りないので、民間企業や市民の力

が必要などだということが視覚的に

伝わるようにした方が良い。  

 計画本文中の記載だけでは、OECM のイメ

ージが伝わりにくいと考え、概念図の挿入

を行います。  

8 ④資源循環  こちらも、エレンマッ

カーシーン財団などの概念図を引用

して、サーキュラーエコノミーの概

念を視覚的に示した方が良い。また、

「従来の３ R と何が違うのか」、を

市民に伝えることが重要になりま

す。  

 循環経済（サーキュラエコノミー）につ

いては、計画本文中の記載で十分ご理解い

ただけると考えているため、概念図の掲載

は見送らせていただきます。  

9  P11 2025 年 4 月以降の新築住宅

に断熱等級 4 以上が義務化されまし

たので、このような法改正の動向に

も触れた方が良いと思います  

 該当部分は「福井市の環境に関わる状況」

を説明する箇所であるため、法改正の動向

について記載することは考えておりませ

ん。ただし、今後の施策立案において、法
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改正を踏まえた対応を検討してまいりま

す。  

10 P11 ふくい温暖化防止センターが

作成している「福井の家庭の消費電

力量は全国一」の図を掲載すると危

機感が伝わり効果的ではと思いま

す。  

 P22 において、１世帯当たり１年間の電

気購入数量ランキングを掲載しているため

十分かと考えており、現在の表現のままと

させていただきます。  

 

第３章  理念について（ 2 件）  

 提出された意見  意見に対する市の考え方  

11 ｐ 13 タイトルの「目指す環境像」

を「わたしたちが（本市が）目指す

環境像」に修正してはどうか。  

（主語を入れて、市民が主体とし

て認識してもらうことが重要である

と考え、提案いたします）  

 「目指す環境像」の主語は、文中にある

とおり、「誰か」ではなく「みんな」である

ため、現在の表現のままとさせていただき

ます。  

12 ｐ 13 ※ 1 市民の定義について、下

記の定義を提案いたします。  

「福井で暮らし、福井に関わり、

福井の未来に責任を持つ私たち」  

なお、近年は、「未来世代への責任」

という概念が重要概念として広がっ

ています。  

 本計画では、法律上の住民の他に、通勤・

通学者、観光客など、市域の環境に実際の

影響を与える滞在者も含めて「市民」を広

く捉えています。そのため現在の表現のま

まとさせていただきます。  

 

第４章施策体系１  地球温暖化・エネルギーについて（ 8 件）  

 提出された意見  意見に対する市の考え方  

13 デコ活という言葉が全く理解でき

ない。  

アプリを作って盛んに使うように

仕向けているが、広報物の配布のた

「デコ活」は、脱炭素社会の実現に向け、

日常生活の中で環境にやさしい行動を広げ

る国民運動の愛称です。地球温暖化対策は、

行政だけでなく市民一人ひとりの行動変容
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めに毎度毎度アプリを作って市民の

スマホをアプリであふれさせるのは

やめてほしい。  

内容もそこかしこで言われている

ことも焼き直しで新鮮味もなく、た

だのポイントをためるためだけのア

プリに終始している。  

しかも、そのポイントもまともに

集まらないうえにポイントで交換で

きる品も品切れだらけとお粗末。  

アプリを作ることのほうが二酸化

炭素を増やしているんじゃないかと

思う。  

が不可欠であり、そのためにデコ活の普

及・浸透を図ることが重要です。  

なお、アプリは県の外郭団体が実施する

取組の物と思われますが、デコ活を身近に

感じてもらうための手段のひとつとして有

用と考えています。市として、県と連携し

てアプリの運用改善や普及に取り組むとと

ともに、アプリだけに頼らず、広報紙やイ

ベント、ウェブサイトなど多様な方法で情

報発信を行い、脱炭素に関する意識醸成や

行動変容を図ってまいります。  

14 今回の環境基本計画のもとになる

「脱炭素アクションプラン」の目的

に「本市の温室効果ガス排出の現状

と将来の見通しを示し、今後の脱炭

素の取組を進める上での指針を定め

るもの」とあります。これは、「指針」

であって、具体的な行動計画ではな

いことを意味していると取ることが

でき、その内容からも具体的な行動

計画ではないと判断できます。今回

の環境基本計画の推進の中で、脱炭

素の具体的な行動計画を検討するこ

とを提案します。  

 

※具体的な行動計画の事例  

2030 年度には設置されていなけ

ればならない再エネの設置容量：  

 

本計画は、環境分野における本市のマス

タープランとして、総合的な基本方針を示

すものであり、具体的・個別的な行動計画

の内容まで記載するものではありません。  

地球温暖化対策については、分野別計画

である「福井市脱炭素アクションプラン」

において指針を定めており、社会情勢や

国・県の制度動向、技術革新の急速な進展

等による変化に応じて、個別具体的な施策

を検討し、状況に応じて柔軟に対応してま

いります。  

区分 件数 設置容量 年間発電電力量

建物設置・家庭用太陽光発電 350件 2,450kw 2,361MWh

建物設置・産業用太陽光発電 210件 6,300kw 6,071MWh

野立て・産業用中規模太陽光発電 7件 350kw 368MWｈ

その他の再エネ発電必要量 不明 不明 54,179MWｈ
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15 P22 住宅用太陽光発電設備の普及

状況の 8.2％は、全国的に低いとい

うデータを示した方が良い。  

 

「令和５年度  家庭部門の CO2 排出実態

統計調査（確報値）」において、一戸建て住

宅の太陽光発電設備使用率が 11.6％である

旨が記載されていますので、全国的に見て

普及率が低いことの記載を行います。  

16 P25 福井の地域特性を生かしたク

レジットとして、稲作農家の「中干

し期間延長」によるクレジットは福

井でも広がっており、この記載も追

加した方が良い。  

また、森林についても、「主伐・再

造林」が認められたので、森林資源

を有効活用しながら福井の経済と環

境の両立という面で記載の追加を提

案します。  

 該当部分は、 J クレジット制度の概要と

その活用方法に対する記述となっており、

個別具体的な J クレジットの取組内容につ

いて記載することは控えます。  

17 １世帯当たりの電力使用量が大き

いことに着目しているが、注目すべ

きは１人あたりの電力使用量ではな

いか。  

 本計画では、家庭部門での CO2 排出量が

多いという本市の特色を捉え、効果的な取

組を検討する観点から「１世帯当たり」の

電気使用量に着目しています。  

一方で、ご指摘の「１人当たり」の電気

使用量についても重要な視点であることか

ら、今後の施策立案の中で参考としてまい

ります。  

18 再生可能エネルギー推進には、FIT

制度だけでなく、電力会社の契約形

態や供給制約など複雑な要因を踏ま

えた施策が必要である。  

 ご意見の趣旨は、再生可能エネルギーの

導入が国の制度に加え、系統状況や契約形

態等の条件の影響を受け得る点にあるもの

と受け止めます。  

本計画では、国・県・関係事業者等との

連携のもと、公共施設における率先導入や

民間導入支援、併せて省エネルギーの推進

等により、地域の実情を踏まえた再生可能

エネルギーの普及に取り組む方針としてお

ります。  
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なお、制度運用や系統制約等の具体的な

取扱いについては、関係機関の動向も注視

しつつ、個別施策の検討・実施の中で対応

してまいります。  

19 温室効果ガス排出の多くを「民生

部門」由来とする分析は、家庭の努

力だけで削減できるように見せてし

まう懸念がある。実際には事業者や

産業構造に依存する部分が大きく、

行政は啓発よりも事業者を巻き込ん

だ施策を重視すべきである。  

 本市の温室効果ガス排出量は、民生部門

（家庭・業務・その他）からの排出量が最

も多く、次いで産業部門、運輸部門の順と

なっており、全国平均と比較しても民生部

門からの排出量が多いことが本市の特色と

なっています。エネルギー消費量において

民生部門の「家庭」と家庭と関係が深い運

輸部門の「旅客：自家用車」のエネルギー

消費量が高いことも鑑みますと、家庭部門

を対象に温室効果ガスの削減に取り組むこ

とが効果的と考えています。  

20 自家用車の保有台数の多さを排出

量の高さと直接結びつけるのは不適

切であり、福井の交通事情を踏まえ

た対策が必要と考えられる。大都市

とは異なる地域特性に応じた施策を

検討すべき。  

 本市では、「旅客：自家用車」でのエネ

ルギー消費量が多く、移動における自家用

車由来の CO2 排出量比率が多いことが分か

っています。（福井市脱炭素アクションプ

ラン参照）  

地域特性に応じ、公共交通の利用促進や

電気自動車などの次世代自動車や低燃費車

両の導入を促進してまいります。  

21 脱炭素の実現には、自家用車削減

だけでなく、物流や燃料転換など産

業部門で稼働率を下げる施策を検討

すべきだ。タイミングを捉え、鉄道

輸送や廃食油の再利用など有効な方

法を見つけて政策化することが重要

である。  

トラック輸送中心の貨物輸送を環境負荷

の小さい鉄道や船舶（海運）などの輸送手

段に切り替える、いわゆるモーダルシフト

の取組や、ジェット機の燃料を廃食油など

を原料とする環境配慮型燃料に置き換える

取組については、国や民間主導で取り組み

始められていることを把握しています。市

として今後どのように関与していけるのか

を検討しつつ、動向を注視してまいります。 
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22 市の管理施設への太陽光発電導入

は、単なる設置にとどまらず、売電

や新電力事業など収益化や地域活性

化まで視野に入れた検討が必要だ。

市が率先してモデルケースを示し、

可能性と課題を研究しながら実践す

る姿勢が求められる。  

 市有施設への太陽光発電設備について

は、現在導入計画を策定中です。発電され

た電気を自家消費し、 CO2 排出量を削減す

る試みですが、積極的な収益化等について

は検討しておりません。  

23 市の太陽光発電設備の大規模導入

には、上下水道施設など広大なイン

フラ施設が有力候補であり、管理や

防犯面でも対応可能と考えられる。

今後は耐久性・災害対応の情報収集

を進め、導入の可能性を検討すべき。 

 市有施設への太陽光発電設備について

は、現在導入計画を策定中です。  

対象施設の候補については、上下水道施

設を含んでおり、設置可能性や経済性、災

害時の活用などを含めて検討しておりま

す。  

 

第４章施策体系２  自然環境について（ 2 件）  

 提出された意見  意見に対する市の考え方  

24 P37 「将来に伝えたい福井市の自

然」という表現について、「伝えたい」

という語り部のような活動ではな

く、将来に「継承する」「受け継いで

いく」ことが極めて重要です。  

この表現部分は、重要な概念にな

りますので、改定を強く提案いたし

ます。本計画書前半の IPBES からの

提言、30by30 の取り組みにも直接関

係してきます。  

 ご意見のとおり、実際に「継承する」「受

け継いでいく」ことは極めて重要です。そ

して、「将来に伝えたい」という表現は、単

に語り継ぐだけでなく、実際に「将来に継

承する」、「将来に受け継ぐ」ことを含みま

す。自然環境の保全活動を推進するだけで

なく、自然に触れる機会を提供し、自然に

愛着を持ってもらうことで、将来の担い手

育成を行う必要があります。  

そのため、施策①「自然環境の保全と再

生」や施策②「協働による里地・里山の利

活用」を通じて、福井市の豊かな自然を次

世代に継承することに取り組む内容となっ

ています。  

25 福井市では、復興博覧会時に植え

られた足羽河原の桜並木が老朽化

足羽川の桜並木については、外来生物の

侵入により失われる恐れのある景観とし
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し、衰退の危機にあります。市は強

剪定など長寿命化対策を進めていま

すが、指標として「強剪定数」や目

標値を示すことで市民の安心につな

がります。特にソメイヨシノの桜並

木について具体的な記述が必要であ

り、これは全国的な共通課題でもあ

ります。  

て、第 4 章②自然環境にて触れています。

現状、「強剪定数」などの目標値を持つ考え

はありませんが、この景観が失われること

が無いよう、外来生物対策は元より、長寿

命化対策についても進めてまいります。  

 

第４章施策体系３  生活環境・都市環境について（ 1 件）  

 提出された意見  意見に対する市の考え方  

26 P49 PFOA/PFOS に関する記載も

追記した方が良いと思います。  

PFOS 及び PFOA を含有する有機フッ素化

合物については、現時点では環境基準に定

められておりませんが、 P52 の課題にて記

載しております。なお、本市では、河川等

における監視を継続的に実施しており、今

後も国等の動向を注視し、適切に対応して

まいります。  

 

第４章施策体系４  廃棄物・資源循環について（ 3 件）  

 提出された意見  意見に対する市の考え方  

27 以下の事実から、現在の社会情勢

や市民の生活スタイルの変化に応じ

た、資源循環の課題の見直し（ごみ

分別収集の方法を中心に）を新クリ

ーンセンターの建設を機に行うこと

を提案します。  

 

ごみの  1 人  1 日あたり排出量は

９年間で  113g 減っていますが、そ

の内、古紙回収で約  27g 減っていま

す。集団回収の実施が減っているな

古紙回収については、燃やせるごみの組

成調査においてリサイクル可能な紙が約１

６パーセント含まれている状態となってい

ます。  

これまで古紙として一般的であった新

聞、雑誌、チラシ等がペーパレス化等によ

り減っていく中、本計画では「雑がみ」や

紙製容器包装の積極的な資源化を推進する

ため、重点的取組としてこれらの紙の資源

化に関する啓発強化を盛り込んだところで

す。  
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ど、集団回収と店頭回収では回収量

が減るだけで、市の分別回収品目に

入れることによってリサイクルが進

むことになります。  

家庭による分別リサイクル割合

（資源ごみ÷ごみ排出量）は  2010 

年  5.3% で  2023 年  5.5% と伸びが

ほぼない状況にあり、資源ごみの分

別が進んでいるとは言えません。  

近年、リチウム電池の小型家電は急

増し、発火事故も問題となっていま

すが、福井市ではボタン電池や充電

式電池は収集していません。これで

は、「ごみの分け方・出し方」が市

民のくらしとかけ離れていると言え

ないでしょうか。小型家電の回収量

も増えていません（  2016 年  78t 、 

2023 年  50t ）。  

また、電池や使用済小型家電製品の回収

については、今般の社会情勢を踏まえ、適

切な排出が確保され、また、リサイクルが

推進されるよう廃棄物関係の計画及び施策

の中で排出利便性の確保等を図ってまいり

ます。  

28  福井市では今後、観光客の増加に

よるゴミ排出や交通利用など環境負

荷への対策を、事前にシミュレーシ

ョンし先手を打つことが重要と思わ

れる。こうした規制や対応策を早期

に示す姿勢は、市民への啓発にも効

果的と思われるがどうか。  

本市では、現時点でいわゆるオーバーツ

ーリズムが発生しているとは認識しておら

ず、今後も多くの方に福井市を訪れていた

だき、地域のにぎわい創出や経済活性化に

つなげていきたいと考えております。一方

で、来訪者の増加に伴うごみ排出や交通利

用などの環境負荷については、実際の状況

や将来的な影響も見据え、国や先進自治体

の動向を踏まえながら対策の検討を進める

必要があり、計画への記載は行いません。  

29  福井市では廃棄物の分別や間伐材

の活用など、環境保全に関する新し

いボランティア活動の仕組みを検討

できる余地があります。例えば、公

共施設に薪材を備蓄し、ボランティ

いただいたご意見は、コミュニティの再

構築と環境意識の向上を両立させる方策と

して、廃棄物の分別・リサイクルや間伐材

の活用等の分野において、ボランティア活

動を仕組みとして取り入れ、参加を促す工
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アが管理すれば「半分を持ち帰れる」

などのインセンティブを設けること

で、参加を促進できます。さらに、

太陽光発電設備を組み合わせ、発電

した電力を環境ボランティアが優先

利用できる仕組みを導入すれば、活

動と環境意識を結びつける効果が期

待できます。こうしたモデルは、コ

ミュニティ再構築と環境意識向上の

両立に寄与する可能性があります。  

夫を行うことが有効ではないかという趣旨

であると理解いたしました。  

本計画は、第３章１「目指す環境像」に

記載のとおり、行政のみならず、市民・市

民組織・事業者・行政といった多様な主体

が連携し、パートナーシップにより実現し

ていくものです。  

また、第４章以降に示す施策の推進に当

たっては、市民の皆様にボランティアとし

て参画・協力をお願いする取組も想定して

おります。  

今後、各施策を推進するに当たり、いた

だいた視点も踏まえながら、活動参加の仕

組みづくりや動機付けの工夫について検討

してまいります。  

 

第４章施策体系５  環境教育・環境学習について（ 1 件）  

 提出された意見  意見に対する市の考え方  

30 P55 以降、全般に「市民の取り組

み」が少ないように感じます。市民

のワークショップなどを開催して、

市民が主体的に取り組める活動を自

ら洗い出してはいかがでしょうか。  

本計画では、市民の主体的な取組を広げ

るため、第 4 章⑤「環境教育・環境学習」

において、市民が環境について考え、学習

する機会の提供を推進しています。特に若

年層を中心に、環境学習の機会や体験機会

の提供を積極的に実施していきます。  

 

第５章  計画の推進について（ 1 件）  

 提出された意見  意見に対する市の考え方  

31 理念で「市民・市民組織・事業者・

行政が、お互いに手を携えながら、

パートナーシップにより実現」を謳

っていますが、年間計画の策定と年

間進捗の評価は、どのように行われ

 本市の事業に関する年間計画について

は、予算の中で明示されており、予算書や

関連資料を通じて公開しています。また、

年間進捗の評価は、市内部の環境管理委員

会において実施し、その結果を環境審議会
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て、市民・事業者には公開されない

のでしょうか？  短期サイクルで、

ＰＤＳは環境管理員会が行って、環

境審議会に報告することになってい

ますが、その時の環境審議会を市

民・事業者に公開で開催することは

できないでしょうか？  

に報告しています。これらの評価内容は、

本市の環境の状況と環境保全に関する様々

な施策をまとめた概要書「ふくいの環境」

や市ホームページで公開しております。  

なお、環境審議会の開催については、現

時点では公開での実施は考えておりません

が、引き続き、「ふくいの環境」などを通

じて報告内容を公開してまいります。  

 


